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対応内容についての確認メール（例） 

【留意点】 

・訓練放送受信後，図上での訓練を実施し，初動体制について報告してください。

・聞き取った内容や指示のあった確認項目についても，報告文内に入れてください。

11:00 防災無線により緊急連絡を受信。内容は以下のとおり。 

【訓練】 

本日，午前８時１０分頃，○○中学校付近で，登校中の児童が車で連れ去られそ

うになるという事案が発生。犯人は車に乗って逃走中。 

犯人の特徴は，○○○○○○○○○○，○○○○○○○○○○，○○○○○○○

○○○，○○○○○○○○○○，○○○○○○○○○○○。

11:05 学校長，教頭，生徒指導担当で対応を協議，確認。 

その後，全教職員を集め，対応を連絡。 

【対応】 

・指示のあった確認内容は○○○○。

・授業は 5時間目で打ち切り，15時から保護者への引渡し下校を実施。

・保護者には，校内メール配信によって知らせる。

・パトロール隊，自治会，近隣幼稚園，学童保育に連絡し，情報共有とパトロー

ルの依頼。

・職員は二人一組になり，通学路を中心に街頭での下校指導と巡回パトロールを

実施。

以上，報告します。  

報告者 ○○○学校 ○○ ○○ 

 

5 月校長会資料 
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１ 目 的 

児童生徒が人権に関する作文を綴る活動を通して，自分自身や仲間のことを見

つめ直す機会としたり，身近にある人権問題に気づき，解決に向けて行動する実

践的な力をはぐくむ機会としたりする。さらに，作成した人権作文集を人権学習の

教材として活用していくことにより，人権課題を共有し，ともに差別をなくしていこう

とする仲間づくりをめざす。 

２ 対 象  小学校は３年生以上，中学校は全学年 

３ 応募について 

(１) 作文内容

① 社会にある人権侵害の事実や差別に立ち向かうたくましい人々，支え合う仲間

などの姿を見つめたもの。

② 新聞，テレビ等のニュースや文学作品等で知った人権侵害の事実，人権を守

ろうとしている人々の活動を見つめたもの。

③ 各学校・園の人権教育活動や人権学習を通じて考えたこと，気づいたことなど

が表れているもの。

(２) 応募原稿

① ４００字詰め原稿用紙（Ａ４サイズ）を原則とする。

② 字数目安

学  年 字  数 

小 学 生 
3･4 年 ６００字程度 

5･6 年 １,０００字程度 

中   学  生 １,４００字程度 

(３) その他

① 作品は，該当学年の学級数をめどに応募してください。

② 作品には，題名・学校名・学年・名前を明記し，右上をホッチキスで留めてくだ

さい（紛失防止のため）。

③ 学校から提出する段階で，誤字脱字や段落分け等について，作者（児童生徒）

と確認して修正しておいてください。

④ 学校でとりまとめ，(様式１)「応募一覧表」を添えて，教育支援課に提出してく

ださい。

提出の締切  令和３年９月１0 日(金) 

令和３年度「鈴鹿市人権に関する作文」の募集について 

５月校長会資料 
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４ 鈴鹿市人権作文集について 

（１）掲載する作品〔代表作品〕の選考について

・人権作文集には，各学年５点程度（全体として３５点程度）の代表作品を掲載

します。

・代表作品の選出は，選考会を複数会開催したうえで決定します。

・選考結果については，各校に通知します（１１月を予定）。

（２）人権作文集の原稿について

・文中で登場する人物については，仮名を使用してください。

・学校を通じて，作者及び保護者の掲載承諾をお願いします。

（３）人権作文集の配付について

・本年度から紙媒体での冊子に代わり，電子媒体（データ）での

配布となります。

・作成した冊子のデータは，クロームブックの C4ｔｈを通じ，

連絡掲示板に掲示するとともに，C4th の書庫に格納する予定でいます。

（年度末を予定）。 

５ 人権作文集の活用状況調査について 

（１）本年度の作文作成時での人権学習調査と昨年度の人権作文集の活用状況

調査を行うことで，各校における人権作文を活用した人権学習の実態を把握し

ます。 
※ (様式２)「鈴鹿市人権作文集」活用状況調査表を提出してください。 

提出の締切  令和３年９月１0 日(金) 

（２）昨年度，学校や学級の課題にあった人権学習の題材として活用した作品につ

いて，報告をお願いします。

※ 作文を活用した実践事例（人権学習指導案等）があれば，提出してくだ

さい。

６ その他 

・上記，様式１，２につきまして，後日メールにて送付いたします。

・代表作品の中からさらに３点を選出し，市広報「広報すずか１２月号」にて掲載

するとともに，『じんけんフェスタ in すずか』〔1月 2２日(土)〕で朗読発表を行う

予定です。

５月校長会資料 
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１ 目 的 

基本的人権に対する意識の高揚と，一人ひとりの人権が大切にされる学校や社会づく

りに向けて，小中学校で人権問題啓発のためのポスター制作に取り組むことにより，児

童生徒の差別を許さない人権を尊重する態度の育成を図るとともに，ポスターを活用す

ることにより人権啓発を推進する。 

２ 取 組 

◇校内の人権教育の取組の一環として，次のことに取り組む。

・学級における身近な人権課題や個別的な人権問題についての話し合い活動等を行

い，差別を許さない仲間づくりや学校づくり，社会づくりにつなげる。

・人権尊重に向けた思いを発信していく取組として，ポスター制作の活動を位置づける。

・子どもたちの思いが十分に表現され，人権の大切さを訴えるオリジナリティーあふれる

作品をめざす。

３ ポスター作成及び提出について 

（１）対 象   市内小・中学校の児童生徒 

（２）表現内容

【小学校】  ◆下記の様子の中に，差別を許さない仲間や学校が表現されているもの

・友達と楽しく遊んでいる様子を表した絵

・仲間と一緒に活動している絵

・その他，学校生活の中で，明るく楽しい様子を表した絵

【中学校】  ◆下記の主題を強く印象づけるもの 

・差別を許さず，なくそうとする心

・人権を尊重することの大切さ

・支え合い，助け合う仲間

・みんなが大切にされる明るい学校・社会

（３）条件

▼自作未発表のものに限る。

・四つ切り画用紙で縦がき

・標語の有無，色の種類，色の数などは，自由（企業名等固有名詞は不可）

（４）提出内容

① 各校の提出点数は，学級数をめどに提出してください。

② 提出作品の裏面右下には，学校名・学年・名前（ふりがな）・題名を明記した応募

作品個票（様式Ｃ）を貼付してください。

※（様式Ｃ）は必要数分をコピーして使用してください。  

令和３年度 「鈴鹿市人権問題啓発ポスター」の募集について 

５月校長会資料 
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③ 学校で作品を取りまとめて，所定の応募作品一覧表（様式Ａ）と応募作品集計表

（様式Ｂ）を添えて，教育支援課へ提出してください。

提出の締切 令和３年9月 10 日(金) 

４ ポスター作品等の選考について 

◆応募された作品の中から，ポスター作品(２点)・カレンダー作品(１２点)・入選作品(５０点

程度)を選考する。

〇ポスター作品 

・令和３年度の代表作品として，小学生１点・中学生１点をポスターとして印刷し，

人権問題啓発のため各小中学校や市内公共施設等に配付する。

〇カレンダー作品 

・カレンダー作品として１２点を選考し，カレンダーを作成して各小中学校へ学級数

分を配布する。

〇入選作品 

・各学年から５点程度を入選作品として選考し，ポスター作品やカレンダー作品と

ともに，市庁舎内の市民ギャラリーや鈴鹿市文化会館で開催される「じんけんフェ

スタｉｎすずか」にて展示する。

※ポスター作品・カレンダー作品に選考された児童生徒には，後日，作品に

込めた思いについてコメントの提出を依頼します。

＊令和２年度「鈴鹿市人権問題啓発ポスター」代表作品 

５ その他 

◆上記の様式A,B,Cについては，後日メールにて送付いたします。

◆三重県人権センターが募集する『２０2１年度「人権」に関するポスター』は， 
応募締切りが９月10日（金）県人権センター必着となります。

稲生小学校６年 

  濱中
はまなか

 陽
はる

日
ひ

さん 

天栄中学校２年 

Ｙｕｎａ
ユ ナ

Ｃｉｎｃｏ
シ ン コ

 さん 

５月校長会資料 
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学校（施設）被害事故報告について  
 

 職員室，教室等への「侵入」や「盗難」，学校敷地内での「落書き」や「器物

破損」等が発生した場合，下記のとおり対応し，報告書を提出してください。  

 

人的要因による事故発生時の対応について  

 

                                                                     

  

《記入例》  
 

                                                         

鈴〇学 第   号 

                                  令和 年 月 日 

  （宛先）鈴鹿市教育委員会 

                                                    鈴鹿市立○○学校 

                                                     学校長□□□□  印 

 

学 校（施設）被 害 報 告 

 

 １．被害発生日時 令和 〇年 〇月 〇日（ ）  午前○時○分ごろ 

 

 ２．被 害 箇 所             西館１階 多目的室 北側 

 

 ３．被害の状況   窓ガラス破損５枚 

 

 ４．概   要    ○月○日朝，○時○分，登校してきた職員□□が発見した。 

窓ガラスはソフトボ－ル大の石が投げ込まれ，大きく割れて 

いた。しかし，内部に侵入した形跡はない。 

 

 ５．措   置    現場を保存し，教育支援課と鈴鹿警察署に電話で連絡した。 

被害状況証拠として，写真撮影をした。職員に被害の確認を 

させたが，投石による窓ガラスの破損のみであった。  

 

 

 

 

5 月校長会資料 

（１）  現場を保存し，教育支援課へ早急に連絡する。 

    （重大事故については，休日でもご一報ください。） 

 （２） 学校長の判断により，警察へ通報を行う。 

 （３） 被害の現状を写真等に残す。 

 （４） 被害報告を下記の形式により簡単にまとめ，写真を添付の上， 

教育支援課に提出する。（部数は１部） 
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不登校支援の中核となる教育支援センターへのスクールカウン

セラー等の配置について 

 

１ 配置先 

   鈴鹿市教育委員会事務局 教育支援課 適応指導教室 

 

 

２ 活用概要 

  不登校支援として，けやき・さつき教室での支援を行うとともに，各小中

学校児童生徒や保護者と教育関係機関や福祉・医療とのネットワークの整備

や連携，体制作り，ケースによっては訪問型支援の実施などを通じて，不登

校児童生徒が将来の社会的な自立に向け，安心して通学や通室，相談できる

体制を整備する。 

 

  

【活用例】 

① 個別相談等 

・けやき教室・さつき教室など通室児童生徒に対する相談 

 ・不登校児童生徒や保護者に対する相談 

 ・通学や通室を希望しない不登校児童生徒に対する訪問型支援 

② 組織・体制作り等 

 ・福祉や医療機関との連携体制の整備 

 ・教職員に対するコンサルテーションや相談 

・各学校の支援会議への参加 

 ・教職員向けの研修会の講師 

 

※在籍児童生徒を継続的に見続けていくためには，校区に配置されたカウンセ

ラーが有効です。上記の個別相談等についてはご相談ください。 

 

 

３ 配置されるスクールカウンセラー等の配当について 

スクールカウンセラー：週３日５時間 １２０回 

スクールソーシャルワーカー：週１日７時間 ４５回 

5月校長会資料 
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幼少期から児童期や思春期の子どもたちの心や身体の発達の特徴を踏まえ，気に

なる子への理解の方法や支援のあり方について，研修会を実施いたします。 

お忙しい時期と存じますが，ぜひこの機会をご活用していただきますよう，ご案

内いたします。 

 

[日時] Ａ ７月 ５日（月） 15:30 ～ 17:00 

Ｂ ７月１２日（月） 15:30 ～ 17:00 

Ｃ ７月１９日（月） 15:30 ～ 17:00 

 

[対象] 教職員，介助員・支援員 等 

 

[参加方法]  Google Meet を用いたオンライン研修 

      ※参加方法は，「（別紙）GoogleClassroom の使い方」をご覧ください。 

 

[講師]  渡邉 賢二 氏 （皇學館大学教育学部教授） 

 

[内容] 『発達に課題のある子どもの支援について考える』 

・研 修（講義）  １時間１５分 

     ・質 疑         １５分 

 

[申込み] 参加申込書を，子ども家庭支援課までＦＡＸまたは，部署メールにて送付

してください。 

【鈴鹿市子ども政策部 子ども家庭支援課】   

ＦＡＸ：０５９－３８２－９１４２ 

部署メール kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

≪ 問い合わせ先 ≫ 

鈴鹿市子ども政策部 子ども家庭支援課 

教育相談 G  松岡宏樹・金子彰子 

電 話：０５９－３８２－９１４０  

ＦＡＸ：０５９－３８２－９１４２ 

Mail：kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp 

令和３年度 特別支援教育 基礎研修会 

「発達に課題のある子どもの支援について考える」 

研修会はすべて 

同じ内容です 

研修会について 校長会資料 
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令和３年度 特別支援教育 基礎研修会 参加申込書 

 

※５人以上で申し込みされる場合は，コピーをしてお申し込みください。 
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【事務担当：鈴鹿市教育委員会事務局 学校教育課 教職員 G】 
 

                        鈴教学第 278号 

令和 3年 4月 19日  

（宛先）各小中学校長 

 

鈴鹿市教育委員会事務局 

学校教育課長 

 

 

児童生徒数の正確な把握について（依頼） 

 

 

このことについて，日頃から各学校において正確な児童生徒数の把握に取り組んで

いただいていることと思います。下記の点について引き続き取り組んでいただくよう

お願いします。 

 

記 

 

１ 正確な児童生徒数把握に向けた校内体制作り 

  （取組事例） 

・ 毎月２０日に各担任から人数報告を行い職員会議で各学年の人数一覧を配

付し全教職員で人数確認を行う。 

・ 常に児童生徒数黒板等に着目できるよう打ち合わせ等で連絡するともに，標

準学級数等に変動の可能性がある学年については視覚的に強調し，全教職員

で確認する。  

   

２ 児童生徒数等報告書について複数の職員で確認する仕組作り 

  （取組事例） 

・ 児童生徒数報告書等提出期日が近い文書を児童生徒数黒板に掲示し，転出入

時に担当者を含む複数の職員で，理由を明記するとともにすぐに修正できる

ようにする。 

・ 児童生徒数報告書等提出期日前に，必ず複数の職員（校長，教頭，事務職員

を含む）で転出入に関わる文書に照らして，変動理由（誰の転出入なのか）

を明確にしながら確認する。 

・ 転出入により標準学級数等の変動の可能性が高い学年について，学年主任，

学年担任等にも周知し，転出入の情報があったときは，すぐに管理職に情報

が伝わるようにする。 

 

＜学校教育課が実施する児童生徒数報告一覧＞ 

○毎 月 児童生徒数報告  

○調 査 所属態様報告書（５月，９月，１２月調査） 

○年度末 児童生徒数報告書（毎週金曜日） 
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Ⅰ 公立小中学校・義務教育学校管理職員評価制度の概要 

１ 基本的な理念 

近年の社会状況や子どもたちの変化等を背景に、教育課題が多様化・複雑

化しています。 

このような教育課題を解決し、児童生徒の豊かな成長を支援していくため

には、家庭や地域社会と連携しながら、学校においても、社会情勢や県民ニ

ーズに対応したより質の高い学校教育を推進していくことが求められており、

そのために、教育環境や教育条件等の整備を進めるとともに、児童生徒の指

導や学校運営等に携わる教職員一人ひとりの能力や教育的資質を高め、教職

員が互いに協力・協働して、学校の組織としての教育力の向上を図っていく

ことが重要になっています。 

こうした中、平成１８年度から公立小中学校管理職員を対象に随時、課題

等を改善しながら試行してきた「新たな教職員評価制度（小中学校管理職員）」

を平成２８年度から「公立小中学校管理職員評価制度」、平成２９年度から「公

立小中学校・義務教育学校管理職員評価制度」（以下、「評価制度」という。）」

として実施します。 

【評価制度の目的】 

本評価制度は、児童・生徒の多様化する学習ニーズに対応し、一人ひとり

の個性や能力に応じた教育を推進するため、その担い手である教職員の能力

開発と人材育成を図り、学校組織の活性化や学校の教育力を向上させること

を目的としています。 

 

２ 目標管理を通じた能力開発型の評価制度 

評価制度は、能力開発型の評価制度とし、個々の教職員が学校の教育目標等

を踏まえて自己の目標を設定し、その達成のために主体的に取り組む目標管理

を柱とします。 

 

評価（Ｃｈｅｃｋ） 

自己評価・評価者評価 

目標設定（Ｐｌａｎ） 

学校の教育目標等を踏まえた 

自己目標の設定 

目標達成への取組（Ｄｏ） 

教育活動への取組 

ふフィードバッ

ク（Ａ）改善 

 

 

（目標管理に基づく評価のサイクル） 

改善（Ａｃｔｉｏｎ） 

改善によりさらに質の

高い教育活動の展開 
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３ 評価制度の流れ 

【年度当初】 

 

学校の教育目標等 

  

 

自己目標の設定  評価対象者は、学校の教育目標やそれを受けて作成される学年

目標、教科目標等、また、前年度に達成した自己の成果や残さ

れた課題等を踏まえて、当該年度の自己目標を設定します。 

 

期首面談     評価者は、個々の評価対象者と面談を行い、評価対象者が設定

した目標について、学校の教育目標等との整合性や評価対象者

の能力開発、人材育成等の観点から、指導、助言を行います。 

 

【年度途中】 

 

目標達成に向けた取組 

評価対象者は、評価者の指導、助言を踏まえて目標達成に取り

組みます。評価者は、評価対象者の職務遂行状況の把握に努め、

指導、助言等、目標達成に向けた支援を行います。 

        

 

   中間面談     評価対象者は、必要により当初の目標の追加・変更をします。

その場合、評価者は、中間面談を行い、指導、助言等を行いま

す。 

 

【年度末】 

 

自己評価・評価者評価 

            評価対象者は、年度当初等に設定した目標についての成果等を

振り返って、自己評価を行います。 

評価者は、評価対象者自身の自己評価、評価対象者との面談・

対話のほか日常から把握している勤務状況等を踏まえて、評価

を行います。 

   

最終面談     評価者は、評価対象者と面談を行い、評価結果についての説明

を行い、それに基づき指導、助言等を行います。 

           評価対象者は、評価の結果や指導、助言等を踏まえ、自己の強

み、弱みを把握し、自己啓発や次年度以降の取組に活用します。 

 
次年度に向けて

の改善 



 

４ 評価制度実施の仕組み 

（１）評価対象者及び評価者 

評価対象者 第１次評価者 第２次評価者 

校 長 
所管教育委員会の人事担当幹

部職員で教育長が指定した者 
教育長 

教 頭 所属校の校長 
所管教育委員会の人事担当幹

部職員で教育長が指定した者 

      

（２）スケジュール 

  学校の教育目標等の策定 

自己目標の設定【年度はじめ】 

    当該年度の目標を設定し、自己目標設定票の「具体的な目標」

の欄に記入する。 

     

 

  期首面談 【原則として８月中旬までを目途】 

     

   目標変更・中間面談【必要に応じて】 

              当初の目標を追加・変更する必要が生じた場合、自

己目標設定票の「追加・修正した目標」欄に記載。 
                    

            自己評価・評価者評価【１月１日を基準日】 

                    評価対象者は、自己目標設定票及び評価票に

より自己評価を行い、評価者に提出。評価者

は、提出された自己目標設定票及び評価票に

より評価を行う。 
          

               最終面談 【原則として３月上旬までを目途】 

評価者は、評価結果について、評価対象者に

フィードバックする。 

自己目標設定票及び評価票は、評価者が保存

する。 

 

     

次年度の改善へ 



 

Ⅱ 目標管理の手順 

１ 自己目標の設定 

 自己目標は、評価項目ごとに１～２設定します。 

 

※ 評価項目についてはＰ１０。 

※ 自己目標設定票の記入については、Ｐ１５。 

 

自己目標は、学校の教育目標や学校経営の改革方針（本年度の行動計画）等

を踏まえて設定します。 

また、自己目標は、努力すれば達成可能なものを設定することとし、必要に

応じて数値目標を掲げるなど具体的、客観的なものとすることが望まれます。 

 

 各学校における教育活動には単年度ではすぐに成果が現れにくいものもあり、

中長期的な目標もあると考えられます。このような場合、これら中長期的な目

標を達成するために、今年度どのような取組をするのかという観点から自己目

標を設定します。こうした、１年間のサイクルを通じた改善活動を、毎年、継

続して積み重ねることにより、最終的に中長期的な目標についても達成を目指

そうとするものです。 

 

 

【ヒント】 

目標は、「何について」、「どのくらい」、「どのように」、「いつまでに」

という観点から考えていけば明確になると言われています。 

 

目標の要素 説       明 

何を 目標項目 対象項目を設定する。 

どのくらい 
達成された姿 

（達成基準） 

期待する成果の量や状態など達成すべき姿を明ら

かにする。 

（達成基準は、目標達成度を評価する基準となるた

め、後から確認できるように表現することが重要。） 

どのように 
達成のための

手だて 

期待する成果を実現するための手段・方法を明らか

にする。 

いつまでに 
期 限 

スケジュール 

完成させる期限、スケジュールを設定する。 

・期末までに。○月○日までに（終期）  

・○月○日～○月○日の間に（期中の一定期間） 

 

 



 

公立小中学校・義務教育学校管理職員評価制度要領 

                                                           三重県教育委員会 

 

１ 趣旨 

  この要領は、公立小中学校・義務教育学校（以下、「小中学校等」という。）管

理職員の評価制度に関し、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 公立小中学校等管理職員評価制度の目的 

    児童生徒一人ひとりの個性や能力に応じた教育を推進するため、その担い手である

教職員の能力開発と人材育成を図り、もって学校組織の活性化や学校の教育力を向上

させることを目的とする。 

 

３ 評価対象者 

  評価対象者は、１月１日現在在職の公立小中学校等の校長及び教頭（以下、「管理

職員」という。）とする。ただし、病気休職等によりこの要領に規定する評価期間の

全期間にわたって勤務実績のない管理職員を除く。 

 

４ 評価者 

  評価者は、別表１のとおりとする。 

 

５ 評価期間 

  評価期間は、４月１日から３月３１日までとする。ただし、この期間中に転任また

は昇任した管理職員の評価期間は、転任または昇任の日から３月３１日までとする。 

 

６ 評価等の様式 

  評価等は、自己目標設定票（様式１）及び評価票（様式２）により行う。 

 

７ 勤務評価の実施 

（１）期首面談 

評価者は、原則として８月中旬までに、評価対象者との期首面談を実施する。 

    ① 評価対象者は、当年度の目標を設定し、自己目標設定票の「具体的な目標」欄

に記入して、同票を第１次評価者に提出する。 

  ② 評価者は、評価対象者との面談を行い、目標設定等について協議する。 
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（２）中間面談 

年度途中において、必要に応じて、評価者は、評価対象者との中間面談を実施す

る。 

  ① 評価対象者は、必要により当初の目標を追加・変更する必要が生じた場合には、

自己目標設定票の「追加・修正した目標」欄に目標の追加・修正事項を記入して、

同票を第１次評価者に提出する。 

    ② 評価者は、必要により、評価対象者との面談を行い、目標の修正等について協

議する。 

  

（３）評価及び最終面談 

   第１次評価者及び第２次評価者は、１月１日を基準日として評価を行い、原則と

して３月上旬までに、評価対象者との最終面談を実施する。 

    ① 評価対象者は、自己目標の達成状況について、自己目標設定票の「自己評価」

の欄及び特記事項の欄に記入するとともに、評価期間における職務の遂行に必要

な能力の発揮及び実績の状況について、評価票により自己評価を行い、必要に応

じて所見・特記事項を記入して、両票を第１次評価者に提出する。 

  ② 評価者は、第１次評価者、第２次評価者の順に、評価対象者の評価期間におけ

る職務遂行に必要な能力の発揮及び実績の状況について評価するとともに、必要

に応じて所見・特記事項を記入する。 

  ③ 勤務評価を行った後、評価者は、評価対象者との面談を行い、評価期間におけ

る職務能力の発揮及び実績に関する自己分析の結果を聴取するとともに、評価結

果の告知、説明及び次年度の職務遂行への指導、助言を行う。 

 

（４）面談を行う評価者 

 ① 原則として、校長に対する面談は、教育長又は所管教育委員会の人事担当幹部

職員で教育長が指定した者が行う。 

 ② 原則として、教頭に対する面談は、校長が行う。 

 

８ 勤務評価の方法 

（１）勤務評価は、評価対象者の職務遂行に必要な能力の発揮及び実績を、各評価項目

（評価要素）の観点にそって分析し、評価基準に照らして絶対評価するものとする。 

① 別表２の各評価項目（評価要素）について、別表３に定める評価基準により、

５段階で絶対評価する。 

② 各評価項目（評価要素）の評価結果に基づき、別表４を基準にして、５段階で

総合評価を行う。 

 



 

（２）評価者は、勤務評価にあたって、以下の点に充分留意しなければならない。 

    ① 各評価項目（評価要素）の着眼点及び具体的な例、評価基準に基づいて評価を

行う。 

  ② 評価対象者との面談や日常の対話、観察等を通じて把握した職務遂行の事実に

よって評価することとし、想像や推定による内容を評価材料としない。 

  ③ 評価対象者の年齢、性別、学歴等個人に帰属する事項のほか、基本的に職務外

における態度、行動等を評価材料としない。 

  ④ 過去の実績あるいは失策に影響されることなく、評価期間内における職務遂行

に必要な能力の発揮及び実績によって評価する。 

  ⑤ 総合評価から逆算した各評価項目（評価要素）の評価を行わない。 

 

９ 評価結果等の取り扱い 

（１）評価結果は、評価対象者本人に告知し、説明するものとする。 

（２）自己目標設定票及び評価票は、評価対象者本人以外に公開しない。評価結果その

他評価にあたって知り得た事項についても、同様とする。 

（３）自己目標設定票及び評価票の保存期間は、２年とする。 

（４）自己目標設定票及び評価票は、第１次評価者が保管する。 

 

10 実施の状況の報告 

  所管教育委員会は、実施の状況等について、三重県教育委員会教育長が別に定める

ところにより、三重県教育委員会に報告する。 

 

11 その他 

  この要領の実施について必要な事項は、三重県教育委員会教育長が別に定める。 

 

  附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 

別表１ 

評価対象者 第１次評価者 第２次評価者 

校 長 
所管教育委員会の人事担当幹部

職員で教育長が指定した者 
教育長 

教 頭 所属校の校長 
所管教育委員会の人事担当幹部

職員で教育長が指定した者 

 

 

別表２ 別紙 

 

 

別表３ 

５ 目標を大きく上回る。又は、通常必要な水準を大幅に上回っている。 

４ 目標を上回る。又は、通常必要な水準を上回っている。 

３ 目標どおり。又は、通常必要な水準をほぼ満たしている。 

２ 目標を下回る。又は、通常必要な水準を満たしておらず、努力が必要。 

１ 
目標を大きく下回る。又は、通常必要な水準を満たしておらず、かなり努力

が必要。 

 

 

別表４ 

  Ｘ＝（各評価要素の合計）×１００／３５ 

総合評価 基  準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｓ Ｘの値が       ９０以上 

Ａ Ｘの値が       ７０以上９０未満 

Ｂ Ｘの値が       ５０以上７０未満 

Ｃ Ｘの値が       ３５以上５０未満 

Ｄ Ｘの値が       ３５未満 

 



教職員育成支援のための人事評価制度実施要領 
 

 

１ 制度の目的 

教職員育成支援のための人事評価制度は、地方公務員法の改正に伴い、職員が職務

遂行上発揮した能力及び挙げた実績を評価し、任用、給与等の人事管理の基礎として

活用することを通じて、「教職員の能力・意欲の向上」及び「組織力の向上」を目指

すものである。 

また、「教職員の能力・意欲の向上」及び「組織力の向上」については、次の内容

を重視する。 

 

○ 教職員の能力・意欲の向上 

① 教職員の主体的な教育実践や自己啓発を促し、能力向上を図る。 

② 目標の明確化、業績の適切な評価等により、モチベーションを向上させる。 

③ 対話により現状に関する気づきを促し、業務改善や意識の向上につなげる。 

 

○ 組織力の向上 

① 組織の目標を共有し、教職員の協力協働を促進することを通じて、「目指す学

校像」の実現を図る。 

② 職場全体の活性化を促し、学校運営の質の向上を図ることで、子どもたちの目

線に立った教育の充実及び地域からの信頼の確保につなげる。 

 

２ 評価対象者 

評価対象者は、公立小中学校に勤務する全ての正規県費負担教職員及び県立学校に

勤務する全ての正規教職員とする。 

ただし、休暇等の取得により、評価期間において勤務実績が９月未満の職員につい

ては、目標設定、面談、自己評価及び評価者による評価を省略することができる。 

なお、管理職員、評価期間において学校での勤務実績がない職員及び学校に在籍し

ていない職員等、評価を実施しないことが妥当であると特に認められる教職員を除

く。 

 

※ 学校に籍があり、県教育委員会事務局で勤務する充指導主事等（以下「県教委充

指等」という。）については、その職員が所属する課等の所属長が評価を実施す

る。 

 

３ 評価者 

  第１次評価者及び第２次評価者は、次のとおりとする。 

 第１次評価者 第２次評価者 

小中学校 教頭 校長 

県立学校 教頭または事務長 校長 

 

※ 県教委充指等については、別に定めるものとする。 

 

４ 評価の期間及び回数 

  評価の期間は、４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

評価の回数は、年１回とする。 

校長会資料 



５ 評価領域及び評価要素 

評価領域及び評価要素は、「評価領域及び評価要素」（別紙１）のとおりとす

る。 

 

６ 面談について 

（１）期首面談（５月下旬までに実施） 

第２次評価者は、評価対象者と期首面談を行い、評価領域「職務遂行」の目標設

定等について協議する。 

 

（２）中間面談（期間途中に必要があれば実施） 

第２次評価者は、期間途中において必要がある場合、評価対象者との中間面談を

実施する。 

 

（３）期末面談（２月上旬までに実施） 

第２次評価者は、評価対象者と期末面談を行い、当該期間における職務遂行上発

揮された能力・意欲及び実績に関する自己評価の結果を聴取したうえで、「絶対評

価」を行う。 

 

（４）フィードバック面談（３月下旬までに実施） 

第２次評価者は、評価結果を記入した「人事評価シート」の複写を対象者本人に

渡し、評価対象者に評価結果の説明と評価結果に基づく指導・助言を行う。 

 

７ 目標の設定と評価 

（１）自己目標の設定（年度始めに実施） 

評価対象者は、評価領域「職務遂行」の「具体的な目標」及び「目標達成に向け

た取組内容」を設定し、「自己目標設定・人事評価シート」（別紙２－１～９）、

（以下「評価シート」という。）に記入する。 

 

（２）評価対象者による自己評価 

評価対象者は、自らの取組状況を客観的に振り返り、「着眼点及び着眼点の具体

的な例」（別紙３－１～９）及び「評価段階の判断基準」（別紙４）、（以下「評

価基準等」という。）に基づき、各評価要素について５～１の５段階で自己評価

し、評価シートに記入する。 

 

（３）評価者による人事評価 

第１次評価者は、評価対象者の自己評価を踏まえ、評価基準等に基づき、各評価

要素について５～１の５段階で「絶対評価」を行う。 

第２次評価者は、評価対象者と期末面談を行い、自己評価の結果等を聴取したう

えで、第１次評価者の評価も踏まえ、評価基準等に基づき、各評価要素について５

～１の５段階で「絶対評価」を行う。 

第２次評価者は、各評定要素の評価から評価領域ごとの評価（評価要素の平均

値）を算出し、「評価領域と評価の割合」（表１）に示された割合をかけて値（評

点）を求め、すべての評価領域の評点の合計値（小数第２位を四捨五入）を「評語

の基準」（表２）の基準に照らして、Ａ～Ｅの５段階で評語を決定する。 

※ 自己評価及び評価者による評価において、５段階の中間の評価である「３」

は、目標を概ね達成し、通常の業務に支障がない場合を想定している。 



 

【表１ 評価領域と評価の割合】     【表２ 評語の基準】 

評価領域 評価の割合  評語 基準 

職務遂行 ５０％  Ａ ４．５以上０００００  

能力 ２０％  Ｂ ３．５以上４．５未満 

協力協働 ２０％  Ｃ ２．５以上３．５未満 

意欲 １０％  Ｄ ２．０以上２．５未満 

Ｅ ２．０未満 

 

 

８ 勤勉手当成績率及び昇給号給数の決定 

評語に応じた勤勉手当成績率及び昇給号給数は、「勤勉手当成績率及び昇給号給

数」（表３）のとおりとし、評語Ａ及びＢの職員の中で表３の勤勉手当成績率を適用

する職員（以下「加算対象者」という。）は、以下の手順で決定する。 

 

【表３ 勤勉手当成績率及び昇給号給数】 

評語 

勤勉手当成績率 昇給号給数 

右記以外の職員 

再任用職員 
右記以外 

の職員 

55 歳以上の職員

（現業職は 57

歳以上の職員） 
令和元年 

12 月期 

令和 2年 

6 月期以降 

Ａ 
98.25／100 100／100 

45／100 ４号給 

昇給しない 

Ｂ 

Ｃ 93.25／100  95／100 

Ｄ 88.25／100  90／100 43／100 ２号給 

Ｅ 83.25／100  85／100 41／100 昇給しない 

 

※ 勤勉手当は、扶養手当を基礎額から除外することで原資を確保し、その原資の範

囲内でＡ及びＢの者に加算した成績率を適用する。 

 ※ 昇給は、公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和４５

年人事委員会 教育委員会規則第２１号）（以下「初任給規則」という。）で定

められている号給数の範囲内で加算することになる。 

※ 原資に限りがあることから、成績率が高い評語であっても、上記のとおり支給で

きるとは限らない。 

※ 通常の昇給号給数が４号給以外の職員の昇給号給数については、別途定めること

とする。 
 

（１）加算対象者数の配分 

県教育委員会は、公立学校職員の給与に関する条例（昭和３０年条例第１０号）

及び初任給規則に定める原資の範囲内で、各市町等教育委員会及び各県立学校ごと

に加算対象者数を配分する。 

各市町等教育委員会は、市町内の各公立小中学校に加算対象者数を配分する。 

 

 

 



（２）加算対象者の選定 

第２次評価者は、各学校に配分された加算対象者数の範囲内で加算対象者を選定

する。 

 

（３）評価結果の報告 

評価結果の県教育委員会への報告は、小中学校においては市町等教育委員会教育

長、県立学校においては校長が行う。 

 

（４）勤勉手当成績率及び昇給号給数の決定 

県教育委員会は、報告された評価結果をもとに、評語に応じ、表３により勤勉手

当成績率及び昇給号給数を決定する。 

 

（５）評価対象者への伝達 

第２次評価者は、フィードバック面談等の機会を活用し、決定された勤勉手当成

績率及び昇給号給数を口頭により伝達する。 

 

（６）勤勉手当成績率及び昇給号給数の特例 

  以下の事由等に該当する場合、表３によらない勤勉手当成績率及び昇給号給数に

決定することがある。 

   ・昇任等の人事上の取扱いがあった場合 

   ・初任給規則で定める期間以上勤務実績がない場合 

   ・懲戒処分を受けた場合 

 

９ 苦情対応 

評価結果等に対する苦情対応については、苦情への一次的な対応を行う苦情相談及

び一定の調整を行っても解決しない事案に対応する苦情処理により行う。 

なお、苦情対応の窓口は、県立学校においては県教育委員会に、小中学校において

は市町等教育委員会に置く。（別紙５－１、２参照） 

 

10 評価者研修の実施 

  新規評価者等に対して、評価能力の向上のために必要な研修を実施するものとす

る。 

 

11 評価シートの保管 

  各所属における評価シートの保存期間は５年とする。 

 

12 その他 

  この要領に定めるもののほか、教職員育成支援のための人事評価制度の実施に関

し必要な事項については別途定める。 

 

附則 

この要領は、平成２８年４月１日（表３の昇給号給数については平成２９年４月１

日、勤勉手当成績率については平成２９年６月期）から施行する。 

 

附則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 



附則 

この要領は、平成３０年３月２７日から施行し、平成２９年１２月１日から適用す

る。 

  ただし、表３の平成３０年６月期以降の勤勉手当成績率については、平成３０年

４月１日から施行する。 

 

附則 

この要領は、平成３０年１２月２１日から施行し、平成３０年１２月１日から適用

する。 

  ただし、表３の平成３１年６月期以降の勤勉手当成績率については、平成３１年

４月１日から施行する。 

 

附則 

この要領は、令和元年１２月２３日から施行し、令和元年１２月１日から適用す

る。 

  ただし、表３の令和２年６月期以降の勤勉手当成績率については、令和２年４月

１日から施行する。 
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３ この制度の流れ 

【４月～５月】 
 
  学校マネジメントシート等（目指す学校像） 

  
 

自己目標の設定   評価対象者は、学校マネジメントシート（目指す姿等）、学年 
目標、教科目標等、また、前年度に達成した自己の成果や残さ 
れた課題を踏まえて、今年度の自己目標を設定し、評価者に提 
出します。 

期首面談      第２次評価者は、評価対象者と面談を行い、設定された目標に 
ついて、目指す学校像や学年目標等との整合性や評価対象者の 
能力開発、人材育成の観点から、指導、助言を行います。 

 
【年度途中】 

 
目標達成に向けた取組 

評価対象者は、相互に協力・協働し、評価者の指導・助言を 
踏まえて目標達成に取り組みます。評価者は、評価対象者の職 
務遂行状況の把握に努め、指導、助言、目標達成に向けた支援 
を行います。 

  中間面談    【必要に応じて】 
                 評価対象者は、必要により当初の目標の追加・修正をします。 

その場合、第２次評価者は、中間面談を行い、指導、助言を行 
います。 

 
【１月～３月】 
 
期末面談       評価対象者は、年度当初等に設定した目標についての成果等 

を振り返って、自己評価を行い、評価者に提出します。 
第２次評価者は評価対象者と期末面談を行い、当該期間にお 

ける職務遂行上発揮された能力・意欲及び実績に関する自己評 
価の結果を聴取したうえで、「絶対評価」を行います。 

 
フィードバック面談  第２次評価者は、評価対象者と面談を行い、評価結果の説 

明と評価結果に基づく指導・助言を行い、教職員の能力・意欲 
の向上を図るとともに、評価結果については、人事評価シート 
の複写を評価対象者本人にわたします。 

                評価対象者は、評価の結果や指導、助言を踏まえ、自己の強 
み弱みを把握し、自己啓発や次年度以降の取組に活用します。 次年度に向けて 



鈴教学  第 438 号  

令和３年５月 14 日  

 

（宛先）各小中学校長 

 

鈴鹿市教育長  中道 公子  

 

 

地震等災害発生時（勤務時間外）における教職員の対応について 

 

このことについて，下記のとおりの対応をするとともに，職員への周知をお願いします。 

 

                  記 

 

１ 鈴鹿市災害対策本部及び支部の組織と所掌事務 

部 班 所掌事務 班員 

避難所対策部  

◎教育長  

○教育次長 

○参事 

 

 

学校管理班  

□教育総務課長 

◇学校教育課長 

◇教育指導課長 

◇教育政策課長 

◇教育支援課長 

１ 学校施設の災害対策に関すること。  

２ 学校施設による避難所及び避難地の

応急供用に関すること。  

３ 救助用学用品の支給に関すること。  

４ 被災児童・生徒に対する授業に関す

ること。  

教育総務課員  

教育政策課員 

教育指導課員 

教育支援課員 

学校教育課員  

学校職員 

（◎部長，○副部長，□班長，◇副班長） 

 

２ 配備体制 

（１）第２非常配備（災害対策本部の設置）となるとき  

状 況 対 応 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

● 市内に大雨警報，洪水警報，大雪警

報のいずれかが発表され，被害の発生

が予想されたとき。 

● 県内（鈴鹿市を除く）に震度５強以 

 上の地震が発生したとき。 

● 遠地地震により，津波警報が発表さ 

れたとき。 

● その他異常な自然現象又は人為的 

原因による災害が発生又は予想され 

るときに，市長が必要と認めたとき。 

● 市内に高潮警報が発表されたとき。 

○ 特別に参集を要する校長へは，避難

所対策部学校管理班から携帯電話に

直接連絡を入れる。 

 

Ｂ 

 

 

● 鈴鹿市内に震度４及び震度５弱の

地震が発生したとき。 

● 市内に暴風警報，暴風雪警報のいず

れかが発表されたとき。 

【全校自動参集】 

○ 管理職は１名自動参集し，学校に

待機をする。 

 



（２）第３非常配備となるとき   （ 第２非常配備の拡充 ） 

状 況 対 応 

 

●市長が第２非

常配備の拡充

を必要と認め

たとき。 

 

 

 

          

 

第２非常

配備体制

が「Ａ」

の時 

 

① 既に参集している管理職は学校で待機し，そうでな

い管理職は避難所対策部学校管理班から指示が出

るまで，自宅で待機する。 

② 参集を要する校長へは，避難所対策部学校管理班か

ら校長の携帯電話等へ直接，又は，校長会の連絡網

を使って連絡を入れる。  

③ 校長が必要と認めたときは，職員の中から指名招集

して従事させる。 

※ 学校の体育館等が避難所になった場合は，市の担当 

者に協力できる体制をとる。 

 

 

第２非常 

配備体制 

が「Ｂ」 

の時 

① 避難所対策部学校管理班から，既に第２非常配備中

の校長等に，防災行政無線やメール等で連絡を入れ

る。 

連絡を受けた者は，自宅待機中の管理職に参集を伝

える。（管理職は全員参集となる｡） 

② 校長が必要と認めたときは，職員の中から指名招集

して従事させる。 

※ 学校の体育館等が避難所になった場合は，市の担当 

者と協力できる体制をとる。 

 

（３）第４非常配備となるとき   （ 非常体制 ） 

状 況 対 応 

●市内に震度５強以上の地震が発生した

とき。 

●津波警報又は，大津波警報が発表された

とき。 

●広範囲に災害が発生又は予想されるとき

に，市長が必要と認めたとき。 

① 管理職及び職員は自動参集する。 

② 避難所対策部学校管理班から，校長に

校長会の連絡網等で参集の連絡をする。

校長は職員全員に参集の連絡を入れる。 

※校長は，初動体制を確立するための要員

として，比較的短時間で参集できる職員

を予め定めておく。 

※上記（１）～（３）いずれのときも，学校へ到着後は，庁内 LAN の掲示板及び避難所対

策部学校管理班からのメール等を常時確認し，その指示に従う。 

 

３ 非常配備時に行う業務について 

（１）児童・生徒の安全確保 

（２）災害に係る情報収集 

（３）人的被害や物的被害の確認 

（４）教育委員会等への被害の報告 

（５）被害に対する対応 

（６）教育再開に向けた対応 

（７）避難所が開設されたときの対応 

（８）その他災害に係る対応 

 

 



４ 被害状況報告等について 

（１）施設被害について 

・校長は，被害状況を電話・メール・FAX 等で，教育政策課へ報告する。 

 ① 被害があれば確認した時点で報告。 

 ② 震度５強以上の地震の場合，被害の有無に関わらず速やかに報告。 

 

（２）人的被害について 

・校長は，児童生徒，職員，施設利用者で，軽傷，重傷，行方不明，死者  

 があれば，電話・メール・FAX 等で，学校教育課へ報告する。 

 

（３）休校情報について 

・校長は，休校・下校措置等の情報を，教育指導課へ報告する。 

 

（４）その他 

・その他，特に連絡すべき事項があれば，学校教育課へ報告する。 

・（１）～（３）の報告は担当課のみへ報告する。複数課に同じ情報は不要です。 

 

 

５ 振替・手当等について 

（１）週休日等のとき 

①  原則，振替等で対応 

②  【条件あり】  

管理職：管理職員特別勤務手当又は災害等宿日直勤務従事者勤務報告で対応 

教 員：教員特殊業務手当又は災害等宿日直勤務従事者勤務報告で対応  

 

（２）平日時間外のとき 

  ③  【条件あり】  

管理職：災害等宿日直勤務従事者勤務報告で対応 

教 員：教員特殊業務手当又は災害等宿日直勤務従事者勤務報告で対応  

 

 

６ その他 

・管理職は，「防災危機管理情報メール配信システム」への登録をお願いします。４月

１日以降の再登録が必要です。 

 ・緊急時に備え，緊急時救護班用薬品等や備蓄庫の鍵の確認及び備蓄庫の整理をお願い

します。 

なお，年に1回は備蓄庫を開け，整理状況等を確認していただくようお願いします。 

・何らかの事情により体育館の鍵を交換する場合は，防災危機管理課へ連絡をお願いし

ます。 

 

 

 



過重労働による健康障害防止について 

◆ 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日の状況 

 

 
令和元年度年度（4月～3月） 令和２年度（4月～3月） 

時間数 延べ人数 時間数 延べ人数 

幼稚園 0時間 0人 0時間  0人 

小学校 約1401時間 15人 約 1005時間 12人 

中学校 約18711時間 194人 約7058時間 72人 

◆ 傾向 

・ 小学校では，前年度同期間に比べ，延べ人数・時間共に減少しています。特に

時間外労働時間について，４～５月では，学校臨時休業があったこともあり，

大幅に減少しています。その後の期間においても，８月を除いて全ての月で減

少しています。 

・ 中学校では，前年度同期間に比べ，時間数・延べ人数ともに大幅に減少してい

ます。休養日の設定等部活動の適切な運営によるものと考えられます。 

・ 幼稚園の過重労働報告はありませんでした。 

・ 昨年度と同様に，中学校における 80時間／月を超える時間外勤務がある教職

員が固定化しております。 

・ 鈴鹿市立学校及び幼稚園職員に係る過重労働による健康障害防止のための対

策実施要綱の第4条により，昨年度，産業医による面接指導を希望した職員は

のべ4人でした。 

◆ 対応 

・ 本年度は時間外労働時間一人当たり月 45時間以内が目標となり，職員一人ひ

とりが総勤務時間の縮減を自覚し，出退勤システムを活用しながら時間外在校

等時間を正確に把握し，自己管理に努めるようご指導ください。 

・ 管理職の先生におかれましては，過重労働による健康障害防止のために，職員

の健康状況管理に努めるようお願いします。 

・ Chromebook の活用などでの会議の効率化やスクール・サポート・スタッフ
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の方の活用，また常に校（園）務分掌の見直しを図るなど，仕事が特定の職員

に偏らないよう，業務の平準化に努めるとともに学校行事の大幅な見直しをお

願いします。 

 



 

教職員の交通事故防止について 
 

◆令和３年４月１日～令和３年４月３０日の状況  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆状況・傾向 

  令和３年度４月の交通事故発生件数は４件で，内３件が加害事故となっ

ており，発生件数としては昨年度より１件減少しております。その内容と

して，信号のない交差点での追突事故が１件，駐車場への出入り口におい

て相手車両との接触事故が１件発生しております。運転に十分集中し，周

囲の状況を的確に把握していれば回避可能な事故です。 

今後，１学期も半ばに差し掛かり，疲労が蓄積し安全運転に集中しきれ

ないことや，梅雨の時期になり雨天時の走行が多くなることが予測されま

す。余裕をもった運転を心がけるとともに，特に発進時及び駐車時に，前

後方，左右の慎重な安全確認を徹底することや，車間距離を十分にとり，

周囲の安全確認を怠ることのないよう御指導ください。 

 

校長会資料 

４件（前年度比-1件） 4月30日現在 

加害（双方含む）3件（前年度比-2件）  人身0件  

出退勤途上1件 交差点1件  



（事例１） 

 店舗駐車場内へ進入しようとした際，駐車場から出ようとしている相手車

両と接触した。 

 → 職員が周囲の安全確認とともに，相手車両の動きを推測しながら運転

操作を慎重に行っていれば防ぐことができたと考えられる。 

 

コンビニ 

エンスストア 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事例２） 

 自宅マンション駐車場内において，外出のため自車をバックさせたところ， 

 自車の前方左側面を駐車場フェンスに当てた。 

 → 職員が周囲の状況を十分に把握し，充分に目視で確認していたら防ぐ

ことができたと考えられる。 

 

 

マンション            マンション 

 

 

 

 

 

                                                      駐車スペース 

職員車両 

相手車両 

職員車両 



校長会資料                      鈴教学 第445号  

令和 3年 5月 10 日 

 

（宛先）各幼小中学校（園）長 

 

鈴鹿市教育長 中道 公子  

 

 

「体罰や暴言等の不適切な言動の禁止」について 

 

このことにつきましては，平成 29 年 5 月 18 日付鈴教学 459 号「体罰根絶に

向けた取組の徹底について」をはじめ，かねてより機会を捉えて通知し，各学

校（園）長におかれましては，平素より適切な指導を図っていただいていると

ころです。 

今一度，体罰や暴言等の不適切な言動の根絶に向け下記のような対策を講じ，

教職員による「体罰や暴言等の不適切な言動の実態把握」に努めるとともに，

「体罰・暴言等の禁止」について，再度必ず御指導いただきますようお願いし

ます。 

 

記 

  

○ 園児児童生徒との定期的な教育相談を実施する。  

○ 意見箱・相談窓口等を設置する。 

○ 管理職による授業・部活動参観等を行うことで，体罰の実態把握に努める。 

○ 学校（園）長が職員会議や校内研修会の場で，体罰防止資料「体罰の根絶に

向けて」や「体罰が起こる傾向についてのチェック表」，また県より配付さ

れた DVD「教育活動における体罰の防止」等を活用しながら，体罰の未然防

止や服務規律の確保について，定期的に教職員に対して，啓発及び指導して

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【事務担当：学校教育課 教職員 G Tel 382-7618】 



鈴教学  第 446 号 

令和 3年 5月  日 

 

（宛先）各小中学校長 

 

鈴鹿市教育委員会事務局 

学校教育課長 

 

 

   体罰根絶に向けた取組の徹底について（依頼） 

 

 このことについて，別添（写）のとおり三重県教育委員会教育長から依頼が

ありましたので，体罰に係る実態等を継続的に把握し，発生時には下記により

提出をお願いします。 

 

記 

 

1 提出文書および提出期限 

(1) 体罰事案報告用紙（別紙様式１） 

体罰事案把握後，速やかに提出してください。 

 

2 提出先 

学校教育課 教職員 G 

 

3 その他 

(1) 各学校において，学期に１回程度，児童生徒へのアンケート等の調査を

通して，児童生徒からの情報収集に努め，体罰の実態把握を行ってくださ

い。参考として，アンケート用紙の（例）を添付しましたので参考にして

ください。 

 (2) 保護者宛「体罰の実態把握のための調査について」の使用については， 

各学校の事情に応じてお考えください。 

 

 

 

 

【事務担当：学校教育課 教職員 G Tel 382-7618】 
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  鈴教学 第 465 号  

令和 3年 5月 13 日 

（宛先）各小中学校長 

鈴鹿市教育長 中道 公子 

 

不祥事根絶に向けた取組の徹底について（通知） 

 

教職員の不祥事根絶に向けた取組を進める中，令和２年度，県内においては，わい

せつ行為や窃盗，交通事故，不適切な発言により懲戒処分とした事案が発生しました。

児童生徒の健全な育成に携わる教職員のこうした相次ぐ不祥事により，依然として，

公教育への信頼が根底から揺らぐ危機的状況にあります。 

各学校におかれましては，全教職員に対し，下記の内容について周知や指導をお願

いします。また，校長のリーダーシップのもと，県教育委員会がこれまで発出した通

知や，別添資料等を活用し，自分事として捉えられるような，少人数グループによる

話し合いの機会を設定した研修会を行う等，教職員の主体的な取組を推進してくださ

い。さらに，教職員が悩みや課題について気軽に相談でき，円滑なコミュニケーショ

ンを図ることができる職場づくりに努めていただきますようお願いします。 

 

                    記 

 

１ 市教育委員会は学校とともに，県教育委員会の方針を踏まえた不祥事根絶に向け

た主体的な取組を推進します。 

 

２ これまでに発出された通知等を活用した研修会をとおして，次のような対応策の

徹底に努めてください。 

（１）わいせつ行為への対応策 

 ・SNS 等で児童生徒との公務上必要な連絡以外は行わないこととし，公務後に不要と 

なった個人情報は速やかに削除してください。 

 ・一対一の指導が必要な場合は，管理職等に事前に連絡・報告を行い，指導を行って

いることを共有するとともに，部屋のドアを開けたままにしておくなど，密室の

状態になることを避けてください。 

 ・児童生徒を教職員の自家用車に同乗させないこととし，やむを得ない場合は管理

職の許可を得るようにしてください。 

 

（２）不適切な発言への対応策 

 ・児童生徒がどのように受け取るか考えることなく，教職員の不適切な発言により

子どもたちの人権を侵害することがあります。このことから，教職員の発言が児

童生徒に与える影響の大きさについて認識し，事例研修をとおして未然防止に努

めるようにしてください。 

 



 

（３）交通事故への対応策 

 ・走り慣れた道路でも過信することなく，交通事故はいつでも誰にでも起こりうる

ことを念頭に置き，自分の運転一つひとつを見直し，安全運転を行い，事故防止

を徹底してください。 

 ・万が一交通事故を起こした場合は，軽微なものであっても被害者の救護，警察へ

の報告，管理職への報告を必ず行うことを徹底してください。 

 

３ 今後の不祥事根絶に向けた取組の予定 

・体罰の実態把握のための調査（体罰アンケート）を年２回実施。 

・セクシュアル・ハラスメントの実態把握のための調査（セクハラアンケート）を年

２回実施。 

・鈴鹿市立小中学校コンプライアンス推進旬間内に，コンプライアンス・ミーティ 

ングを年１回実施。（詳細は，後日お知らせします。） 

 

【事務担当：鈴鹿市教育委員会事務局 学校教育課 教職員グループ】 
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